
3％

3％

原告の精神的苦痛に対する慰謝料は、金○○○万円が相当です

夫婦の財産は， です（甲１号証）

原告の収入は， です（甲２号証）
被告の収入は， です（甲３号証）

□　被告の生死が 3年以上不明

・

本判決確定の日の翌日

本判決確定の日の翌日本判決確定の日の翌日
末

□被告と定める。
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